
 

 

 

 

 

〒969

矢吹町

969-0236

（届け出の手引き）

【お問い合わせ先】

矢吹町 都市整備課

0236 福島県西白河郡矢吹町一本木

TEL 0248

1 

 

 

 

 

（届け出の手引き）

【お問い合わせ先】

都市整備課

福島県西白河郡矢吹町一本木

0248-42

（届け出の手引き）

【お問い合わせ先】 

都市整備課 都市計画係

福島県西白河郡矢吹町一本木

42-2116

（届け出の手引き） 

都市計画係 

福島県西白河郡矢吹町一本木 358

2116 

358-8 



 

人口の減少や高齢化など

「矢吹町都市計画マスタープラン」に基づく

地適正化計画」

本計画に基づき、

前届出が必要

立地適正化計画とは

８月施行）により制度

市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対

応したコンパクトシティを実現するためのマス

タープランとなる計画です。

する

都市機能誘導区域

能増進施設である

 

⽮吹町⽴地適正化計画の概要
 

 

人口の減少や高齢化など

「矢吹町都市計画マスタープラン」に基づく

地適正化計画」

本計画に基づき、

前届出が必要となります。

 

立地適正化計画とは

都市再生特別措置法の一部改正（平成

８月施行）により制度

市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対

応したコンパクトシティを実現するためのマス

タープランとなる計画です。

計画のなかで居住を誘導し、人口密度を維持

する居住誘導区域

都市機能誘導区域

能増進施設である

⽮吹町⽴地適正化計画の概要
 まちづくりの方針

 中心市街地と集落拠点が有機的に連携した持続的に発展する開拓のまち

⽮吹町が目指すコン
� 都市機能が集積した、利便性が⾼く魅⼒的な中⼼市街地を形成
� 利便性が⾼く歩いて暮らすことができる、中⼼市街地を含むＪＲ⽮吹駅周辺市街地に多くの町⺠が居

住 
� 中⼼市街地と公共交通で結ばれることによって、集落地区の居住者も質の⾼いサービスを享受
� 公共交通ネットワークの要衝としての機能強化により、地域の中⼼である集落拠点の⽇常⽣活⽀援機

能や地域コミュニティ機能を維持
� 産地である集落地区と

ある農業を振興
 
コンパクトなまちに
� 現在は⾞が主な移動⼿段となっている町⺠の多くが、

る 
� 中⼼市街地の（仮称）⽮吹町複合施設などで⼈々との交流や⽣涯学習などをすることで、多くの町⺠

が⽣きがいを持ち健康的に⽣きる
� 集落地区に居住する交通弱者も公共交通を利⽤することで⾏動範囲を広げ健康的に出歩く
� ⽣産者である⾼齢者が

 

人口の減少や高齢化など

「矢吹町都市計画マスタープラン」に基づく

地適正化計画」を策定いたしました

本計画に基づき、平成

となります。

立地適正化計画とは

都市再生特別措置法の一部改正（平成

８月施行）により制度化された、持続可能な都

市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対

応したコンパクトシティを実現するためのマス

タープランとなる計画です。

計画のなかで居住を誘導し、人口密度を維持

居住誘導区域、必要な都市機能を誘導する

都市機能誘導区域とこの区域に誘導する都市機

能増進施設である誘導施設

⽮吹町⽴地適正化計画の概要
ちづくりの方針                                   

心市街地と集落拠点が有機的に連携した持続的に発展する開拓のまち

⽮吹町が目指すコンパクトなまちのイメージ
都市機能が集積した、利便性が⾼く魅⼒的な中⼼市街地を形成
利便性が⾼く歩いて暮らすことができる、中⼼市街地を含むＪＲ⽮吹駅周辺市街地に多くの町⺠が居

中⼼市街地と公共交通で結ばれることによって、集落地区の居住者も質の⾼いサービスを享受
公共交通ネットワークの要衝としての機能強化により、地域の中⼼である集落拠点の⽇常⽣活⽀援機
能や地域コミュニティ機能を維持
産地である集落地区と
ある農業を振興 

コンパクトなまちにおける町⺠⽣活のイメージ
現在は⾞が主な移動⼿段となっている町⺠の多くが、

中⼼市街地の（仮称）⽮吹町複合施設などで⼈々との交流や⽣涯学習などをすることで、多くの町⺠
が⽣きがいを持ち健康的に⽣きる
集落地区に居住する交通弱者も公共交通を利⽤することで⾏動範囲を広げ健康的に出歩く
⽣産者である⾼齢者が

 

⽮吹町⽴地適正化計画

人口の減少や高齢化などが進む中、これからも町民の皆様が住み続け、町としても持続的に発展するよう、

「矢吹町都市計画マスタープラン」に基づく

を策定いたしました。

平成 30 年４月１日以降、誘導区域外における一部の開発行為・建築行為には町への事

となります。 

立地適正化計画とは 

都市再生特別措置法の一部改正（平成

化された、持続可能な都

市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対

応したコンパクトシティを実現するためのマス

タープランとなる計画です。 

計画のなかで居住を誘導し、人口密度を維持

、必要な都市機能を誘導する

とこの区域に誘導する都市機

誘導施設を設定します。

⽮吹町⽴地適正化計画の概要
                                   

心市街地と集落拠点が有機的に連携した持続的に発展する開拓のまち

パクトなまちのイメージ
都市機能が集積した、利便性が⾼く魅⼒的な中⼼市街地を形成
利便性が⾼く歩いて暮らすことができる、中⼼市街地を含むＪＲ⽮吹駅周辺市街地に多くの町⺠が居

中⼼市街地と公共交通で結ばれることによって、集落地区の居住者も質の⾼いサービスを享受
公共交通ネットワークの要衝としての機能強化により、地域の中⼼である集落拠点の⽇常⽣活⽀援機
能や地域コミュニティ機能を維持
産地である集落地区と販売地・消費地である中⼼市街地

 

おける町⺠⽣活のイメージ
現在は⾞が主な移動⼿段となっている町⺠の多くが、

中⼼市街地の（仮称）⽮吹町複合施設などで⼈々との交流や⽣涯学習などをすることで、多くの町⺠
が⽣きがいを持ち健康的に⽣きる
集落地区に居住する交通弱者も公共交通を利⽤することで⾏動範囲を広げ健康的に出歩く
⽣産者である⾼齢者が⽣業である

  

⽮吹町⽴地適正化計画

、これからも町民の皆様が住み続け、町としても持続的に発展するよう、

「矢吹町都市計画マスタープラン」に基づく矢吹町型のコンパクトなまちづくりを

。 

年４月１日以降、誘導区域外における一部の開発行為・建築行為には町への事

都市再生特別措置法の一部改正（平成 26 年

化された、持続可能な都

市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対

応したコンパクトシティを実現するためのマス

計画のなかで居住を誘導し、人口密度を維持

、必要な都市機能を誘導する

とこの区域に誘導する都市機

を設定します。 

⽮吹町⽴地適正化計画の概要 

                                   

心市街地と集落拠点が有機的に連携した持続的に発展する開拓のまち

パクトなまちのイメージ
都市機能が集積した、利便性が⾼く魅⼒的な中⼼市街地を形成
利便性が⾼く歩いて暮らすことができる、中⼼市街地を含むＪＲ⽮吹駅周辺市街地に多くの町⺠が居

中⼼市街地と公共交通で結ばれることによって、集落地区の居住者も質の⾼いサービスを享受
公共交通ネットワークの要衝としての機能強化により、地域の中⼼である集落拠点の⽇常⽣活⽀援機
能や地域コミュニティ機能を維持 

販売地・消費地である中⼼市街地

おける町⺠⽣活のイメージ
現在は⾞が主な移動⼿段となっている町⺠の多くが、

中⼼市街地の（仮称）⽮吹町複合施設などで⼈々との交流や⽣涯学習などをすることで、多くの町⺠
が⽣きがいを持ち健康的に⽣きる 
集落地区に居住する交通弱者も公共交通を利⽤することで⾏動範囲を広げ健康的に出歩く

である農業を
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⽮吹町⽴地適正化計画

、これからも町民の皆様が住み続け、町としても持続的に発展するよう、

矢吹町型のコンパクトなまちづくりを

年４月１日以降、誘導区域外における一部の開発行為・建築行為には町への事

年

化された、持続可能な都

市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対

応したコンパクトシティを実現するためのマス

計画のなかで居住を誘導し、人口密度を維持

、必要な都市機能を誘導する

とこの区域に誘導する都市機

                                   

心市街地と集落拠点が有機的に連携した持続的に発展する開拓のまち

パクトなまちのイメージ 
都市機能が集積した、利便性が⾼く魅⼒的な中⼼市街地を形成
利便性が⾼く歩いて暮らすことができる、中⼼市街地を含むＪＲ⽮吹駅周辺市街地に多くの町⺠が居

中⼼市街地と公共交通で結ばれることによって、集落地区の居住者も質の⾼いサービスを享受
公共交通ネットワークの要衝としての機能強化により、地域の中⼼である集落拠点の⽇常⽣活⽀援機

販売地・消費地である中⼼市街地

おける町⺠⽣活のイメージ 
現在は⾞が主な移動⼿段となっている町⺠の多くが、

中⼼市街地の（仮称）⽮吹町複合施設などで⼈々との交流や⽣涯学習などをすることで、多くの町⺠

集落地区に居住する交通弱者も公共交通を利⽤することで⾏動範囲を広げ健康的に出歩く
農業を、やりがいをもってやり続けることで健康を保つ

⽮吹町⽴地適正化計画について

、これからも町民の皆様が住み続け、町としても持続的に発展するよう、

矢吹町型のコンパクトなまちづくりを

年４月１日以降、誘導区域外における一部の開発行為・建築行為には町への事

                                   

心市街地と集落拠点が有機的に連携した持続的に発展する開拓のまち

都市機能が集積した、利便性が⾼く魅⼒的な中⼼市街地を形成
利便性が⾼く歩いて暮らすことができる、中⼼市街地を含むＪＲ⽮吹駅周辺市街地に多くの町⺠が居

中⼼市街地と公共交通で結ばれることによって、集落地区の居住者も質の⾼いサービスを享受
公共交通ネットワークの要衝としての機能強化により、地域の中⼼である集落拠点の⽇常⽣活⽀援機

販売地・消費地である中⼼市街地を有機的に結ぶことにより、町の基幹産業で

現在は⾞が主な移動⼿段となっている町⺠の多くが、中⼼市街地とその周辺で

中⼼市街地の（仮称）⽮吹町複合施設などで⼈々との交流や⽣涯学習などをすることで、多くの町⺠

集落地区に居住する交通弱者も公共交通を利⽤することで⾏動範囲を広げ健康的に出歩く
やりがいをもってやり続けることで健康を保つ
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心市街地と集落拠点が有機的に連携した持続的に発展する開拓のまち

都市機能が集積した、利便性が⾼く魅⼒的な中⼼市街地を形成 
利便性が⾼く歩いて暮らすことができる、中⼼市街地を含むＪＲ⽮吹駅周辺市街地に多くの町⺠が居

中⼼市街地と公共交通で結ばれることによって、集落地区の居住者も質の⾼いサービスを享受
公共交通ネットワークの要衝としての機能強化により、地域の中⼼である集落拠点の⽇常⽣活⽀援機

を有機的に結ぶことにより、町の基幹産業で

中⼼市街地とその周辺で

中⼼市街地の（仮称）⽮吹町複合施設などで⼈々との交流や⽣涯学習などをすることで、多くの町⺠

集落地区に居住する交通弱者も公共交通を利⽤することで⾏動範囲を広げ健康的に出歩く
やりがいをもってやり続けることで健康を保つ

 

、これからも町民の皆様が住み続け、町としても持続的に発展するよう、

矢吹町型のコンパクトなまちづくりを実現するため、

年４月１日以降、誘導区域外における一部の開発行為・建築行為には町への事

                                   

心市街地と集落拠点が有機的に連携した持続的に発展する開拓のまち

利便性が⾼く歩いて暮らすことができる、中⼼市街地を含むＪＲ⽮吹駅周辺市街地に多くの町⺠が居

中⼼市街地と公共交通で結ばれることによって、集落地区の居住者も質の⾼いサービスを享受
公共交通ネットワークの要衝としての機能強化により、地域の中⼼である集落拠点の⽇常⽣活⽀援機

を有機的に結ぶことにより、町の基幹産業で

中⼼市街地とその周辺で健康的に歩く⽣活を送

中⼼市街地の（仮称）⽮吹町複合施設などで⼈々との交流や⽣涯学習などをすることで、多くの町⺠

集落地区に居住する交通弱者も公共交通を利⽤することで⾏動範囲を広げ健康的に出歩く
やりがいをもってやり続けることで健康を保つ

、これからも町民の皆様が住み続け、町としても持続的に発展するよう、

実現するため、「矢吹町立

年４月１日以降、誘導区域外における一部の開発行為・建築行為には町への事

                                   

心市街地と集落拠点が有機的に連携した持続的に発展する開拓のまち 
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を有機的に結ぶことにより、町の基幹産業で

健康的に歩く⽣活を送

中⼼市街地の（仮称）⽮吹町複合施設などで⼈々との交流や⽣涯学習などをすることで、多くの町⺠

集落地区に居住する交通弱者も公共交通を利⽤することで⾏動範囲を広げ健康的に出歩く 
やりがいをもってやり続けることで健康を保つ 

、これからも町民の皆様が住み続け、町としても持続的に発展するよう、

「矢吹町立

年４月１日以降、誘導区域外における一部の開発行為・建築行為には町への事

                                     

  

利便性が⾼く歩いて暮らすことができる、中⼼市街地を含むＪＲ⽮吹駅周辺市街地に多くの町⺠が居

公共交通ネットワークの要衝としての機能強化により、地域の中⼼である集落拠点の⽇常⽣活⽀援機

を有機的に結ぶことにより、町の基幹産業で

健康的に歩く⽣活を送

中⼼市街地の（仮称）⽮吹町複合施設などで⼈々との交流や⽣涯学習などをすることで、多くの町⺠
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 目指すべき都市の骨格構造                                 

矢吹町都市計画マスタープランで位置づけられた、本町の持続的発展の中枢を担う商業・業務拠点の機能向

上と、この商業・業務拠点を中心として郊外の地域の中心である集落拠点とを結ぶ交通軸の実現に優先的に取

り組みます。 

具体的には、商業・業

務拠点内において復興ま

ちづくりと連携して優先

的に都市機能の集積を図

る中心市街地を「都市機

能誘導区域」、その周辺を

「居住誘導区域」に設定

することで、利便性が高

く歩いて暮らせる市街地

を形成します。その上で、

集落拠点を介して農業生

産地でもある集落地区と

中心市街地を公共交通で

結ぶことで、高齢者が多

い集落地区の居住者も中

心市街地のサービスを享

受でき、さらに本町の基

幹産業である農業振興に

も寄与するネットワーク

を形成します。 

 

 都市機能誘導区域・居住誘導区域                              

都市機能誘導区域設定の基本的な考え方 

中心市街地であり周辺への影響も大きいＪＲ矢吹駅西口に位置する都市再生整備計画の矢吹駅周辺地区を

都市機能誘導区域に設定し、東日本大震災からの早期復興に向け進められている様々なまちづくり事業とも連

携しながら、都市機能増進施設の立地を誘導し、都市機能の充実を図ります。そして、ＪＲ矢吹駅西口の復興

まちづくりや都市機能増進施設の充実が進んだ段階で、都市機能誘導区域は適宜見直し、駅東口への拡大など

を検討します。 

居住誘導区域設定の基本的な考え方 

制度上の留意点などを踏まえて、農用地区域などの除外区域は除き、市街地として道路や下水道などの基盤

が整っている用途地域内での設定を前提とします。その上で、都市機能誘導区域に設定し他の施策とも連携し

て多様な都市機能が充実した利便性の高い市街地として再生を図る中心市街地と、新しい公共交通ネットワー

クの核となる施設の徒歩圏となるように設定します。 

集落地区において地域の中心となっている中畑、三城目、神田の集落拠点は、用途地域未指定のため居住誘

導区域に指定することはできませんが、新しい公共交通ネットワークの要衝とすることで拠点としての機能を

向上し、日常生活に必要な生活サービス機能や地域コミュニティ機能などの維持・充実と、周辺地域などから

の居住誘導を図ります。  

■公共交通ネットワークの形成イメージ 
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都市機能誘導区域・居住誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誘導施設                                       
 

施設 
  

設定理由 対象（法的位置づけ等） 

病院 
（病床数 20 床以
上） 

医療法第１条の５第１項に定

める病院 

病床数 20 床以上である病院は、高齢者をはじめ町民

の命と健康を守る重要な機能を有しており、町全域か

ら多くの町民が利用する施設であるため、誘導施設と

して位置づけます。 

図書館と公⺠館
の機能を併せ持
つ施設 

・図書館法第２条第 1項に定め

る図書館 

・社会教育法第 21 条第 1項に

定める公民館 

図書館と中央公民館の役割を担う（仮称）矢吹町複合

施設は、新しいまちの顔として多くの町民の利用が想

定され、中心市街地の活性化に大きく寄与する施設と

なるため、誘導施設として位置づけます。 

大規模小売店舗 

（1,500 ㎡超） 

物品販売業を営む店舗でその

用途に供する部分の床面積の

合計が 1,500 ㎡超 

日用品や食料品を取り扱う小売店舗は、町民の日常生

活を支える施設です。このうち大規模小売店舗は、交

通利便性の高い本町においては町内外からの集客が見

込め、まちの活力や賑わいの創出に寄与することも期

待できるため、住居専用地域以外での立地が可能とな

る店舗面積が 1,500 ㎡超の大規模小売店舗を誘導施

設として位置づけます。 

  



 

⽮吹
（１）事前に確認するべきこと

矢吹町

要となります。条件等により届出の有無、必要書類が異なりますので以下の項目をご確認ください。

（２）居住誘導区域外での開発・建築行為等

宅開発の動向について把握するための制度です。

  

  

  

  

（３）都市機能誘導区域外での開発・建築行為

  

  

⽮吹町⽴地適正化計画に基づく事前届出制度
（１）事前に確認するべきこと

矢吹町立地適正化計画で定める

要となります。条件等により届出の有無、必要書類が異なりますので以下の項目をご確認ください。

＜確認事項

①事前届出が必要となる場所であるか

②事前届出が必要となる行為であるか

③事前届出の時期（着工する

④届出に必要な書類

（２）居住誘導区域外での開発・建築行為等

①届出が必要となる場所

・居住誘

②届出が必要となる行為

【目的】

この届出により、居住誘導区域外における住

宅開発の動向について把握するための制度です。

【対象となる行為】

居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には

（都市再生特別措置法第

○開発行為

・３戸以上の住宅

・１戸又は２戸の

行為で、その規模が

○建築等行為

・３戸以上の住宅

・建築物を

３戸以上の住宅

 ③事前届出の時期

  開発・建築行為に

88 条第 1

とされています。

④必要な届出書類

  届出は、あらかじめ定められている届出様式に、必要な図面・図書を添付し、正本と副本の

出することで行います。

  ※「住宅」とは戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、寄宿

（３）都市機能誘導区域外での開発・建築行為

①届出が必要となる場所

・都市機能誘導区域外（

②届出が必要となる行為

【目的】

この届出により、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動向について把握するための制度で

す。 

  【対象となる行為】

  都市機能誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には

す。（都市再生特別措置法第

⽴地適正化計画に基づく事前届出制度
（１）事前に確認するべきこと

立地適正化計画で定める

要となります。条件等により届出の有無、必要書類が異なりますので以下の項目をご確認ください。

確認事項＞ 

①事前届出が必要となる場所であるか

②事前届出が必要となる行為であるか

③事前届出の時期（着工する

④届出に必要な書類

（２）居住誘導区域外での開発・建築行為等

届出が必要となる場所

・居住誘導区域外（

②届出が必要となる行為

【目的】 

この届出により、居住誘導区域外における住

宅開発の動向について把握するための制度です。

【対象となる行為】 

住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には

（都市再生特別措置法第

○開発行為 

３戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為

・１戸又は２戸の住宅

行為で、その規模が

○建築等行為 

３戸以上の住宅を新築しようとする場合

・建築物を改築し、又は建築物の

３戸以上の住宅等とする場合。

事前届出の時期 

開発・建築行為に着手する

1 項及び第 2

とされています。 

④必要な届出書類 

届出は、あらかじめ定められている届出様式に、必要な図面・図書を添付し、正本と副本の

出することで行います。

「住宅」とは戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、寄宿

（３）都市機能誘導区域外での開発・建築行為

届出が必要となる場所

・都市機能誘導区域外（

②届出が必要となる行為

【目的】 

この届出により、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動向について把握するための制度で

【対象となる行為】 

能誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には

す。（都市再生特別措置法第

⽴地適正化計画に基づく事前届出制度
（１）事前に確認するべきこと 

立地適正化計画で定める誘導区域外において、

要となります。条件等により届出の有無、必要書類が異なりますので以下の項目をご確認ください。

①事前届出が必要となる場所であるか

②事前届出が必要となる行為であるか

③事前届出の時期（着工する 30

④届出に必要な書類 

（２）居住誘導区域外での開発・建築行為等

届出が必要となる場所 

導区域外（P４参照）

②届出が必要となる行為 

この届出により、居住誘導区域外における住

宅開発の動向について把握するための制度です。

 

住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には

（都市再生特別措置法第 88 条第

の建築を目的とする開発行為

住宅の建築を目的とする開発

行為で、その規模が 1,000 ㎡以上

を新築しようとする場合

し、又は建築物の

等とする場合。

着手する 30

2 項） なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましい

届出は、あらかじめ定められている届出様式に、必要な図面・図書を添付し、正本と副本の

出することで行います。 

「住宅」とは戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、寄宿

（３）都市機能誘導区域外での開発・建築行為

届出が必要となる場所 

・都市機能誘導区域外（P４参照）

②届出が必要となる行為 

この届出により、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動向について把握するための制度で

 

能誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には

す。（都市再生特別措置法第 108

⽴地適正化計画に基づく事前届出制度

誘導区域外において、

要となります。条件等により届出の有無、必要書類が異なりますので以下の項目をご確認ください。

①事前届出が必要となる場所であるか 

②事前届出が必要となる行為であるか 

30 日前まで）

（２）居住誘導区域外での開発・建築行為等 

４参照） 

この届出により、居住誘導区域外における住

宅開発の動向について把握するための制度です。

住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には

条第 1 項） 

の建築を目的とする開発行為

の建築を目的とする開発

㎡以上のもの

を新築しようとする場合 

し、又は建築物の用途を変更

等とする場合。 

30 日前までに町長へ届出

なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましい

届出は、あらかじめ定められている届出様式に、必要な図面・図書を添付し、正本と副本の

「住宅」とは戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、寄宿

（３）都市機能誘導区域外での開発・建築行為

４参照） 

この届出により、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動向について把握するための制度で

能誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には

108 条第 1 項）
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⽴地適正化計画に基づく事前届出制度

誘導区域外において、誘導施設に係る開発・建築行為には事前に届け出が必

要となります。条件等により届出の有無、必要書類が異なりますので以下の項目をご確認ください。

日前まで） 

 

この届出により、居住誘導区域外における住

宅開発の動向について把握するための制度です。 

住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には

 

の建築を目的とする開発行為 

の建築を目的とする開発    

のもの 

 

用途を変更して    

日前までに町長へ届出

なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましい

届出は、あらかじめ定められている届出様式に、必要な図面・図書を添付し、正本と副本の

「住宅」とは戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、寄宿

（３）都市機能誘導区域外での開発・建築行為 

この届出により、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動向について把握するための制度で

能誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には

項） 

                

誘導施設に係る開発・建築行為には事前に届け出が必

要となります。条件等により届出の有無、必要書類が異なりますので以下の項目をご確認ください。

住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には町長への届出が義務付けられています。

 

 

日前までに町長へ届出を行うこととなります。（都市再生特別措置法第

なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましい

届出は、あらかじめ定められている届出様式に、必要な図面・図書を添付し、正本と副本の

「住宅」とは戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、寄宿

この届出により、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動向について把握するための制度で

能誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には

                

誘導施設に係る開発・建築行為には事前に届け出が必

要となります。条件等により届出の有無、必要書類が異なりますので以下の項目をご確認ください。

町長への届出が義務付けられています。

を行うこととなります。（都市再生特別措置法第

なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましい

届出は、あらかじめ定められている届出様式に、必要な図面・図書を添付し、正本と副本の

「住宅」とは戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、寄宿舎や老人ホームは

この届出により、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動向について把握するための制度で

能誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には町長への届出が義務付けられていま

                

誘導施設に係る開発・建築行為には事前に届け出が必

要となります。条件等により届出の有無、必要書類が異なりますので以下の項目をご確認ください。

町長への届出が義務付けられています。

を行うこととなります。（都市再生特別措置法第

なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましい

届出は、あらかじめ定められている届出様式に、必要な図面・図書を添付し、正本と副本の

舎や老人ホームは 含みません。

この届出により、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動向について把握するための制度で

町長への届出が義務付けられていま

                

誘導施設に係る開発・建築行為には事前に届け出が必

要となります。条件等により届出の有無、必要書類が異なりますので以下の項目をご確認ください。 

町長への届出が義務付けられています。

を行うこととなります。（都市再生特別措置法第

なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましい

届出は、あらかじめ定められている届出様式に、必要な図面・図書を添付し、正本と副本の 2 部を提

含みません。 

この届出により、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動向について把握するための制度で

町長への届出が義務付けられていま

                 

誘導施設に係る開発・建築行為には事前に届け出が必

町長への届出が義務付けられています。

を行うこととなります。（都市再生特別措置法第

なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましい

部を提

 

この届出により、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動向について把握するための制度で 

町長への届出が義務付けられていま
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届出が必要となる場所 

 ○開発行為 

・都市機能誘導施設を有する建築物の建築目的

の開発行為を行おうとする場合 

○開発行為以外 

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする    

場合 

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物と 

する場合 

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建 

築物とする場合 

 

 

居住誘導区域 内 

居住誘導区域 外 都市機能

誘導区域 

内 

都市機能

誘導区域 

外 

住
宅
関
係 

開発行為 

・3 戸以上の住宅の建築を目的と

する開発行為  

・1 戸又は 2 戸の住宅の建築を目

的とする開発行為で、その規模が

1,000 平方メートル以上のもの  

届出不要 届出不要 

届出書 様式１ 

添付書類 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当

該区域の周辺の公共施設を表示する図面（縮尺

1,000 分の 1 以上）  

・設計図（縮尺 100 分の 1 以上）  

・その他参考となるべき事項を記載した図書  

建築行為 

・3 戸以上の住宅を新築しようと

する場合  

・建築物を改築し、又は建築物の

用途を変更して 3 戸以上の住宅

とする場合  

届出不要 届出不要 

届出書 様式２ 

添付書類 

・敷地内における建築物の位置を表示する図面（縮尺

100 分の 1 以上） 

・建築物の 2 面以上の立面図及び各階平面図（縮尺

50 分の 1 以上） 

・その他参考となるべき事項を記載した図書  

誘
導
施
設
関
係 

開発行為 

・誘導施設を有する建築物の建築

を目的とする開発行為  

届出不要 

届出書 様式４ 

添付書類 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺

の公共施設を表示する図面（縮尺 1,000 分の 1 以上） 

・設計図（縮尺 100 分の 1 以上）  

・その他参考となるべき事項を記載した図書  

建築行為 

・誘導施設を有する建築物を新築

しようとする場合 

・建築物を改築し、又は建築物の

用途を変更して誘導施設を有す

る建築物とする場合  

届出不要 

届出書 様式５ 

添付書類 

・敷地内における建築物の位置を表示する図面（縮尺 100 分の 1

以上） 

・建築物の 2 面以上の立面図及び各階平面図（縮尺 50 分の 1 以

上）  

・その他参考となるべき事項を記載した図書  

※届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の 30 日前までに事前届出（住宅関係は様式３及

び上記と同じ添付書類、誘導施設関係は様式６及び上記と同じ添付書類）が必要です。 

 

届出が必要となる行為 

届 出 必 要 

届 出 必 要 

届 出 必 要 

届 出 必 要 
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（様式-1） 

 

開発行為届出書 

 

都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け出ます。 

平成 30 年 ４ 月 １ 日  

（宛先）矢吹町長 

届出者住所 ⽮吹町八幡町〇〇-〇〇 

氏名 ⽮吹 太郎 印 

開
発
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 ⽮吹町小松〇〇-〇〇 

２ 開 発 区 域 の 面 積 2,000 平方メートル 

３ 住 宅 等 の 用 途 ⼀般住宅・店舗 

４ 工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 平成 30 年 ５ 月 １ 日 

５ 工 事 の 完 了 予 定 年 月 日 平成 30 年 12 月 １ 日 

６ そ の 他 必 要 な 事 項 

（ 住宅用区画数 ） 20 区画 

（ 連 絡 先 ） 

⽮吹町⼀本木〇〇-〇〇 

（株）〇〇建設 担当：〇〇 

電話：0248-〇〇-〇〇 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印

を省略することができる。 

 

  

届出様式記⼊例 

⽮
吹
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（様式-2） 

 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 

 

都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規定に基づき、 

 

住 宅 等 の 新 築 

 

 

建 築 物 を 改 築 し て 住 宅 等 と す る 行 為 について、下記により届け出ます。 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為  

平成 30 年 ４ 月 １ 日  

（宛先）矢吹町長 

届出者住所 ⽮吹町八幡町〇〇-〇〇 

氏名 ⽮吹 太郎 印 

１ 住宅等を新築しようとする土地
又は改築若しくは用途の変更をし
ようとする建築物の存する土地の
所在、地番、地目及び面積 

所 在 ・ 地 番 ⽮吹町小松〇〇-〇〇 

地 目 宅地 

面 積 700 平方メートル 

２ 新築しようとする住宅等又は改
築若しくは用途の変更後の住宅等
の用途 

共同住宅 

３ 改築又は用途の変更をしようと
する場合は既存の建築物の用途 

 

４ その他必要な事項 

（着手予定年月日） 平成 30 年５⽉１⽇ 

（ 戸 数 ） ５⼾ 

（ 連 絡 先 ） 

⽮吹町⼀本木〇〇-〇〇 

（株）〇〇建設 担当：〇〇 
電話：0248-〇〇-〇〇 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印

を省略することができる。 

 

  

⽮
吹
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（様式－３） 

 

行為の変更届出書 

 

平成３０年 ４月１０日 

 

（宛先）矢吹町長 

 

届出者  住 所  ⽮吹町八幡町〇〇-〇〇       

 

氏 名  ⽮吹 太郎         印   

 

都市再生特別措置法第88条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により

届け出ます。 

 

記 

 

１．当初の届出年月日      平成30年 ４月 １日 

 

２．変更の内容 

 ・住宅用区画数の変更（10 区画→12 区画）  

・着手予定年月日の変更（平成 30 年 ５ 月 1 日→同年 ５ 月 10 日） 

 

３．変更部分に係る行為の着手予定日   平成３０年  ５月１０日 

 

４．変更部分に係る行為の完了予定日   平成３０年 ８月３１日 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載

すること。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、

押印を省略することができる。 

   ３ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

⽮
吹
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（様式-4） 

 

開発行為届出書 

 

都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け出ます。  

平成 30 年 ４ 月 １ 日  

（宛先）矢吹町長 

届出者住所 ⽮吹町八幡町〇〇-〇〇 

氏名 ⽮吹 太郎 印 

開
発
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 ⽮吹町中町〇〇-〇〇 

２ 開 発 区 域 の 面 積 5,000 平方メートル 

３ 建 築 物 の 用 途 〇〇〇〇 

４ 工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 平成 30 年 ５ 月 １ 日 

５ 工 事 の 完 了 予 定 年 月 日 平成 30 年 12 月 １ 日 

６ そ の 他 必 要 な 事 項 （ 連 絡 先 ） 

⽮吹町⼀本木〇〇-〇〇 

（株）〇〇建設 担当：〇〇 

電話：0248-〇〇-〇〇 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印

を省略することができる。 

 

  

⽮
吹
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（様式-5） 

 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有

する建築物とする行為の届出書 

 

都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、 

 

誘 導 施 設 を 有 す る 建 築 物 の 新 築 

 建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

について、下記により届け出ます。 

平成 30 年 ４ 月 １ 日  

（宛先）矢吹町長 

届出者住所 ⽮吹町八幡町〇〇-〇〇 

氏名 ⽮吹 太郎 印 

１ 建築物を新築しようとする土地
又は改築若しくは用途の変更をし
ようとする建築物の存する土地の
所在、地番、地目及び面積 

所 在 ・ 地 番 ⽮吹町中町〇〇-〇〇 

地 目 宅地 

面 積 5,000 平方メートル 

２ 新築しようとする建築物又は改
築若しくは用途の変更後の建築物
の用途 

〇〇〇〇 

３ 改築又は用途の変更をしようと
する場合は既存の建築物の用途 

 

４ その他必要な事項 

（着手予定年月日） 平成 30 年５⽉１⽇ 

（ 連 絡 先 ） 

⽮吹町⼀本木〇〇-〇〇 
（株）〇〇建設 担当：〇〇 
電話：0248-〇〇-〇〇 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印

を省略することができる。 

 

⽮
吹
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（様式－６） 

 

行為の変更届出書 

 

平成３０年 ４月１０日 

 

（宛先）矢吹町長 

 

届出者  住 所  ⽮吹町八幡町〇〇-〇〇       

 

氏 名  ⽮吹 太郎         印   

 

都市再生特別措置法第108条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により

届け出ます。 

 

記 

 

１．当初の届出年月日     平成３０年 ４月 １日 

 

２．変更の内容 

 ・面積の変更（5,000 ㎡→4,800 ㎡）  

・着手予定年月日の変更（平成 ３０ 年 ５ 月 1 日→同年 ５ 月 10 日） 

 

 

３．変更部分に係る行為の着手予定日   平成３０年 ５月１０日 

 

４．変更部分に係る行為の完了予定日   平成３０年１２月１５日 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載

すること。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、

押印を省略することができる。 

３ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

⽮
吹


